
○ 栃木県那須烏山市は、栃木県東部に位置し、一級河川荒川沿いに展開する水田農業地帯である。
地形勾配は1/40程度で谷津田（周囲を山に囲まれた水田）が多く見られる。

○ 本地区の基幹産業は農業であり、農家一戸当たりの耕地面積は約1.2ha程度で、比較的小規模な農
家が多く高齢化や後継者不足などから担い手や農事組合法人への農地集積が進んでいる。今後の人
口減少や農事従事者の減少から地域の農地をいかに維持していくかが問題となっている。

○ 荒川南部地域保全会は、荒川南部土地改良区及び土地改良区の管内４自治会が参加し平成20年４
月に設立された。活動は概ね土地改良区が主導しており、会計事務も土地改良区に委託している。
安定した運営体制を背景に、現在は高齢化や人口減少への対応として草刈応援隊の結成や、企業と
の連携も進めており、メディアに取り上げられるなど先進的な活動を行っている。

○ 自治会、土地改良区の役員が活動組織の
役員を兼務することにより、役員会での協議・
決定が円滑に進み、また、自治会間のスムー
ズな意思疎通が可能となった。

○ 土地改良区が主導して地域の資源保全管
理活動を実施していくことで地域での認知度も
向上し、土地改良区の事業に対する地域住民
の理解も得やすくなった。

○ ヒマワリの植栽活動に興味を持った地元関
連企業から活動に参加したいと申出があり、
連携が連携を呼ぶ良い循環が生まれている。

○ 草刈応援隊の活動を効率的に実施するた
めに、（単独自治会であれば購入が難しかっ
た）自走式草刈機を導入し、構成員の負担軽
減となっている。

活動開始前の状況や課題 取組内容や連携内容 取組の効果

【地区概要】
・取組面積 96.3ha

（田 88.4ha、畑 7.9ha ）
・資源量 水路29.3km、農道15.1km、

ため池４箇所
・主な構成員 農業者、自治会、育成会

子供会、土地改良区等
・交付金 約４．５百万円（R4）

土地改良区の主導により効率的な連携体制を構築～地域の輪を大切にした農村づくり～

農地維持支払
資源向上支払（共同）

荒川南部地域保全会（荒川南部土地改良区）（栃木県那須烏山市）

○ 平成13年度に荒川南部土
地改良区を設立して以来、自
然環境の保全に配慮したほ場
整備事業や景観保全に取り組
んでいたが、土地改良区の予
算及び人員にも限りがあり、
農業用施設の細部まで目が
届かない状況であった。また
地域住民の高齢化や人口減
少も相まって、農地・施設の維
持管理に苦慮していた。

○ このため、平成19年度から
始まった農地・水・環境保全向
上対策（現多面的機能支払交
付金事業を）を活用することが
検討されたが、複雑な会計事
務作業がネックとなっていた。

土地改良区荒川南部地域保全会

地域保全会会長 生態系保全委員長

○ 土地改良区に生態系保全委員会を設置し、多面的機能支払の会計処
理、計画策定などを主導している。

○ 平成30年から継続してヒマワリの植栽活動を行っており、その景観がＳ
ＮＳで話題を呼び、多面支払の活動が幅広く認知された。

○ 平日に活動可能な構成員で草刈応援隊を結成し、農業者の負担軽減や
地域住民の事故防止に貢献している。

○ 下記体制図のとおり、自治会、土地改良区の役員が活動組織の役員を
兼務することとしている。

地域保全会副会長 理事長

地域保全会副会長 自治会長

監事 自治会長

理事 代表

自治会（４）

育成会
消防団

地域保全会副会長 副理事長

農業法人



きっかけ
（H19.10） Step1（H19.10）

Step4（R2.4）Step5（R5.6）

Step3（H20.4）

今後の展望

活動組織設立時に、面倒
な会計事務作業が構成員の
ネックとなっていた。

事業説明会

○事務委託組織の概要、規約、事務受
託規程、事業計画、予算についての
説明 Step2（H20.1）

地元企業と連携開始

設立総会

〇規則、内規、事業計画の決定
〇活動組織役員の決定
〇交付金配分方法の決定
〇対象農用地の決定
〇参加同意の最終決定

○ 設立時は４自治会の範囲のう
ち、土地改良事業を実施した区域
のみを取組対象としていたが、地
域資源の保全活動を一層充実させ
るため、４自治会の範囲全てを対
象に追加し、取組面積を82.3haか
ら96.4haに拡大させた。これによ
り活動の活性化や大型機械の導入
がより容易となった。

〇 地域貢献を模索していた地
元企業と高齢化・人手不足に悩
んでいた活動組織が上手くマッ
チングして連携が実現。活動組
織が平成30年から継続している
ヒマワリの植栽活動を共同で実
施し、新たな取組としてスター
トした。

○ 地域の輪を大切にし、継続して
活動していきたい。
○ 農業を取り巻く環境や地域状況
の変化を見ながら少しずつ新たな取
組を導入していきたい。
○ 地元企業との連携をさらに充実
させ、地域の活性化に貢献していき
たい。

〇規則、内規、事業計画案の提示
〇活動組織役員の提示
〇交付金配分方法案の提示
〇対象農用地の提示
〇参加意向の確認

事業説明会

○ 農地・水・環境保全向上対策事
業を実施するに当たって管内４つの
自治会から参加の申出があり、土地
改良区と自治会を中心とした活動体
制となった。

〇 土地改良区が会計事務作業を受託するこ
とで非農家に対して土地改良区の認知度を
向上させることができた。

〇 会計処理や資源向上活動の企画などを
担うことで地域住民からの信頼度が増した。
（Ｒ２年度には住民側から事務委託料の値
上げの申出があった。）

〇 土地改良区が行う業務に対して地域住
民の理解が得やすくなった。

〇 受益地内の施設管理が効率的に行える
ようになった。

〇 土地改良区の役員が活動組織の役員を
兼務することにより計画策定や意志決定が
スムーズに進む。

土地改良区のメリット

〇 土地改良区に会計処理を一任すること
により、活動に専念できる。

〇 活動の運営体制が安定していることに
より、面積の増加や、企業との連携、新た
な取組にチャレンジしやすい。

〇 土地改良区の職員が活動に参加するこ
とにより、構成員の高齢化、人手不足と
いった課題が解決される。

〇 活動組織の役員を土地改良区及び自治
会の役員が兼務することにより、組織の動
きが機敏となり、活動しやすい。

活動組織のメリット

農業団体と連携するメリット連携による波及効果

〇 土地改良区と活動組織
が連携したヒマワリの植栽
活動がSNSで取り上げられ
話題となり、地域を訪れる
人が増加した。
〇 メディアに取り上げら
れたことで地域内での認知
度が向上し、地元企業から
活動に参加したいと申出が
あり、連携の連鎖が起こっ
た。

取組面積の拡大


